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研究成果の概要（和文）：アフリカ諸国では、1990年代に新たな土地法が成立し、慣習地における土地取得制度に対し
て市場メカニズムの導入が進められた。外国資本の流入、富裕層の誕生、中国企業の経済活動、国家プロジェクトによ
り、土地の収奪－ランドグラッビングが進み、現地住民とのコンフリクトが発生している。本研究計画では、中南部ア
フリカのザンビアと東アフリカのタンザニアをおもな対象として、慣習地における土地の収奪が発生するメカニズムと
、農村社会の生業や土地利用、地域生態系に与えるインパクトを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Land allocation and land tenure security are important issues for contemporary 
African village communities, because of unequal land allocation under the colonial policy, increases in 
the population, expansion of cultivated land, refugee movements and resettlement schemes. The governments 
in Africa enacted the 'Land Act’ with the aim of stimulating investment and agricultural productivity. 
Land-market reforms significantly impacted Zambian communally held customary land and people’s 
livelihoods when the Land Acts were legislated. This project clarified the land grabbing and the impacts 
of land reform to the people's livelihoods, landuse and regional ecology in the customary land of Zambia 
and Tanzania.
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１．研究開始当初の背景 
 サハラ以南アフリカは現在、企業・個人に
とって、有望な投資先だと考えられている。
石油をはじめ鉱物資源の価格が高騰し、外資
の流入がすすみ、好況を呈している。多くの
国では外資の流入、富裕層の誕生、中国企業
の経済活動、国家プロジェクトにより、各地
で大規模プランテーション、個人農地、鉱山
や油田の開発が進行している。 
 アフリカ諸国の土地制度には、各民族の慣
習地における共同保有と国家法にもとづく
土地の私有という植民地政策以降の法律の
二重性が存在する。1990 年代には、多くの国
ぐにで世界銀行や IMF、先進国による援助の
コンディショナリティとして、慣習地を外国
人や企業に開放し、土地の私有が認められる
にいたっている。慣習地の土地に経済価値を
もたせることによって、農村の貧困削減が可
能になると考えられてきた。 
 
２．研究の目的 
 アフリカ諸国では、1990 年代に新たな土地
法が成立し、慣習地における土地取得制度に
対して市場メカニズムの導入がすすめられ
ている。外資の流入、富裕層の誕生、中国企
業の経済活動、国家プロジェクトにより、土
地の収奪－ランドグラッビングがすすみ、現
地住民とのコンフリクトが発生している。本
研究計画では、中南部アフリカのザンビアを
おもな対象として、慣習地における土地の収
奪（ランドグラッビング）が農村社会の生業、
土地利用、地域生態系に与えているインパク
トを解明することを目的とする。 
 
３．研究の方法 
ザンビアの北部州をおもな調査対象とし

（図１）、ランドグラッビングによる人びと
の生活の変容―とくに耕作地の面積と食生
活の変化、そして住環境の劣化を現地でのイ
ンタビューや実測調査によって明らかにす
るとともに、公文書館における資料・文献の
収集、新聞社の新聞アーカイブからの記事収
集を実施した。 

 
図 1 調査地の位置 

 

４．研究成果 
多くのアフリカ諸国と同様に、ザンビアの

土地制度には慣習法による土地の共同保有
と権利証書による私有という二重性が存在
する。国土のすべての土地は国家の所有であ
るが、各民族の慣習や規範にもとづく共同保
有とともに、土地保有証明書(title deeds)
にもとづく土地の私的保有が存在する。イギ
リス植民地時代にはヨーロッパ人の居住地
を王領地(crown land)、そのほかを慣習地あ
るいは「部族地域(tribal area)」として区
別した。Mamdani[1996]が指摘したように、
農村に住むアフリカ人はチーフや慣習によ
って臣民として統治され、共同保有地に居住
していたのである。一方、ヨーロッパ系住民
や都市居住者は、近代的な成文法のもとで統
治されており、土地所有証明書にもとづく私
有地については証明書の所有者が自由にそ
の土地を売買あるいは貸借することができ
た。 
ザンビアの前政権である MMD(複数政党制

民主主義運動：Movement for Multiparty 
Democracy)は、土地取得制度に市場メカニズ
ムを導入し、土地改革をすすめた。市場メカ
ニズムの導入による土地取得制度の改革は
経済の自由化を進めるうえで不可欠だと考
えられた。MMD は 1991 年の選挙公約に、土地
の所有を保証する近代的な土地法を成立さ
せることを掲げた。土地取得制度に市場メカ
ニズムを導入するという土地法の成立は選
挙公約だったというだけではなく、債務救済
のかわりに付与された国際的なコンディシ
ョナリティでもあった。 
ザンビアが独立した 1964 年当時、国土の

94%は慣習地に区分されていた[図 2：Brown 
2005]。その慣習地は徐々に私有地に転換さ
れつつある。ザンビアの有力紙であるポスト
（The Post）とタイムズ・オブ・ザンビア
（Times of Zambia）は 2005 年ころより、頻
繁に、鉱物資源の開発やアグリビジネスをす
すめる外国企業や外国人資本家によるラン 

 

図 2 独立直後（1965 年）の土地保有制度 

（出所）Committee for the World Atlas of Agriculture 

[1976] 753 ページを一部改変。 



ドグラッビング（土地の収奪）の問題を報じ
ている。しかし、ランドグラッビングの内容
を精査すると、鉱山や住宅地、工業団地の開 
発といった投資と土地用途の転用を目的と
した土地取得、ザンビア人の官僚や政治家、
商人といった国内の富裕者や政府をパート
ナーとしていたり、あるいは仲介者や受益者
としたりする土地取得も存在し、土地取得に
は多様な形態がある[Hall 2011]。 
本研究では、アフリカにおけるランドグラ

ッビングを、外国企業や投資家、国内の富裕
者をはじめとする外部者による土地取得の
すべてとするのではなく、地域住民の生活や
生業活動に不利益を与える土地取得に限定
している。 

ザンビアの 1995 年土地法のもとでの慣習
地の土地制度に対し、3 点を指摘しておきた
い。まず、1点目として、1995 年土地法によ
って、土地取得に対して市場メカニズムが導
入されたことである。人びとは、外部者であ
れ、慣習地に居住する住民であれ、慣習地の
土地における経済価値を認めるようになっ
た。慣習地への経済的な価値の付加は、土地
の資源化をすすめ、村の共同保有であった土
地の囲い込みと私有化を促進していくだろ
うと予想される。 

2 点目は、1995 年土地法がチーフのもつ行
政や司法の権限を強化したことである。チー
フは独自に土地割当書を発行し、領内の住民
の土地権利を付与すると同時に、外国人や外
資系の企業をふくむ外部者へ土地を割り当
てる権限をもつようになった。ザンビア北部
のベンバという民族の社会では、臣民の生活
が安穏で、健やかに暮らせるよう庇護するこ
とがチーフの役割だと期待されている。ベン
バのチーフは領内の土地と臣民に対して絶
大な権力をもつが、チーフが正しい「教えや
作法」に従わず、臣民の生活の安定を脅かし
た結果、人びとの怒りがチーフの地位を揺る
がすことが明らかとなった。 

3 点目は、チーフによる地方行政のあり方
は、少なからず、チーフの性格やそれまでの
履歴、生き方に関係するということである。
チーフが国家政策の動向、たとえば土地法の
改正に精通し、外部者への土地割当を積極的
に進めれば、領内の人びとの土地を奪い、生
活水準を引き下げ、土地をめぐる争議を引き
起こす危険性がある。 

同時に、新しいチーフの就任は、それまで
の行政のあり方を刷新し、状況を改善するこ
とも可能である。領域に住む人びとの視点に
たてば、チーフは人びとの庇護者になること
もあれば、人びとの生活を考えず、土地を売
り払う権力の濫用者になりうる可能性もあ
ることが明らかとなった。 
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